
消費税の納税義務がある事業者のみなさまへ 

  購買品ご購入におけるインボイス対応について（ご案内） 
 

日頃よりＪＡ佐渡の購買品をご購入いただきありがとうございます。 

消費税の納税義務がある事業者（※）は、消費税申告で「適格請求書」の保存が必要です。 

この度「適格請求書」をまとめた再発行一覧表ができましたのでご案内します。 

 

令和７年１２月お取引分まで 
25 日締のお取引の方：11/26～12/25 購入分 
月末締のお取引の方：  12/ 1～12/31 購入分 

令和８年１月お取引分より 
25 日締のお取引の方：12/26～1/25 購入分 
月末締のお取引の方：  1/ 1～1/31 購入分 

（上記は１月２０日までに発行を依頼された方です） 
お買い上げ時にお渡しする 
「送り状兼購買代金請求書」や 
「給油レシート」等の保存が必要 

「購買適格請求書 再発行一覧表」の 

保存のみでＯＫ！ 
※「送り状兼購買代金請求書」や「給油レシート」等を 

一覧表形式で記載したインボイスです。 
※当ＪＡの給油カードを使い、島外ＪＡのガソリンスタンド

で給油した場合も記載されますので便利です。 

※消費税の納税義務がある事業者とは…法人や大口農家、生産組合等で以下の方が対象となります。 
①消費税の本則課税事業者 
②前々事業年度（個人事業主の場合は前々年）の課税売上高が 1,000 万円を超える事業者 
③免税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録を行い課税事業者となった事業者 

 
お申込み方法 ： 裏面の「登録申込書」にご記入・キリトリのうえ、 
              お近くの支店／金融センターまでご提出をお願いします。 
 
お申込み期日 ： １２月１０日（水）１５時まで（第一次締締切日。以降順次受付） 
 

【ご注意】 ①「再発行一覧表」はお取引締日の前までにお申込み頂いた以降からの発行となります。 
※システムの都合上、登録日以前に遡って発行はできません。 

例）２月にお申込した場合、１月に遡って「再発行一覧」を発行することはできません。 
    

② 「購買取引明細書」は従来通りすべてのお取引先に発行されます。 
なお、「購買取引明細書」と「再発行一覧表」の集計額が一致しない場合があります。 
※代金決済期日が異なるお取引が含まれている月。 

         記載基準の違い   「購買取引明細書」⇒締日単位のうち代金決済日単位で記載 
                             「再発行一覧表」  ⇒締日単位で記載 

  
相互給油に関して その他 

部署︓経済事業部燃料課 
電話︓0259-63-3189 
担当︓伊藤 

部署︓総務部経理課 
電話︓0259-27-6161 
担当︓⾦⼦、清⽔、岩崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式イメージ・登録申込書 ⇒ 裏面に続く】 

ＪＡ佐渡 



《再発行一覧表のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「購買適格請求書再発行一覧表」発行申込書 

 
 

 
「購買適格請求書 再発行一覧表」 登録申込書 

 
ＪＡ佐渡 支店／金融センター行き 

                ご提出日：令和  年  月  日 
お申込者名  ：                                           
         （法人等の場合 ： 法人名の後に、記入された担当者のお名前も記載願います） 
 
ご住所      ：                                          
お電話番号  ：          （       ）             

インボイス番号が入ります。 
※公印は省略 

キ リ ト リ 線 

JA 使⽤欄（〇をつける） 
相川、佐和⽥、⾦井、新穂、畑野 
真野、⼩⽊、⾚泊、⽻茂、両津 

 受付者印 


